
別紙１_リース要件（iPad OS） 

1. 契約 
契約形態 賃貸借契約 

賃貸借期間 60 カ月 

（キッティング作業期間を除く。） 

賃貸借の開始日 【別紙３_納品予定一覧案_iPadOS】の「運

用開始時期」のとおりとする。 

残価設定 「あり」を要望する。 

調達に含まれる費

用の範囲 

端末返却時の梱包、撤去、回収等、端末の返

却又は処理に要する一切の費用も本契約に含

めるものとする。 

動産保険加入 「なし」を要望する。 

端末の所有権明示 賃貸人は貸借品であることを明示したシール

を作成し、本体等に貼付すること。 

2. リース開始時 
初期不良・品質不

具合への対応 

納品後においても初期不良が判明した場合、

メーカー規定に則り、早急（営業日３日以内

が望ましい）に別機器への交換を行うこと

（箱を処分した後であっても初期不良につい

ては対応すること）。 

3. 使用期間 

（運用保守） 

点検・整備 賃貸借期間中の端末の点検・整備は、賃借人

が行うこと。 

故障対応 既存保守業者を通じた端末の修繕等の対応を

可能とすること。 

端末追加購入 受注者は、賃貸借期間満了まで、端末の追加

購入等に可能な限り応じること（費用は依頼

した市町村がその都度支払うものとする）。 

4. 返却時 
賃貸借期間終了後

の端末本体の扱い 

「所有権移転無し」を要望する。 

賃貸借期間の延長 賃貸借人から契約期間の延長要望があった場

合は毎月ごとの月額料金と同額且つ１年単位

で契約延長できるものとする。 

契約終了日から返

却までの期間 

賃貸人の指示に従って、契約終了から 45 日

以内に返却するものとする。 

返却時の故障機の

対応 

端末返却時、破損なく正常に使用できる端末

が導入台数（予備機を除く）の 95%以上で



あるものとする。95%を下回る場合の損害金

等は別途協議するものとする。 

返却時に修理中の

機器の対応 

賃貸借期間中に故障し、契約満了時に修理か

ら返却されていない機器については、修理

後、速やかに賃貸人が回収するものとする。 

端末撤去・回収の

場所及び日程 

端末の撤去、回収は賃貸人にて各市町村１か

所で行うものとし、撤去、回収日程は別途協

議するものとする。 

データ消去作業 端末回収時、賃借人は端末本体及びクラウド

ストレージ内のデータを完全消去（教育委員

会が必要と判断したデータは除く）し、復元

不可能な状態にすること。 

 


